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論 文 内 容 の 要 旨

交渉研究 は心理学 だけに限 らず、経済学や社会学、法学 といった社会科学の諸領域 において進 め られ

て きた。交渉研究 にお け る理論 的 目標 は、人々が行 う交渉過程や 交渉結果 につ いて予測 す るこ とで あ

り、 それ によって我々 は短絡的な交渉 の決裂や大 きな損失 を伴 う安易 な合意 といった最悪 の状況 を免れ

るこ とができる。 そ して、交渉研究 におけ る実践的 目標 は理論 的な予測か ら人々 によ り効果 的な交渉行

動や方略を具体 的に示す こ とであ る(Bazerman,1986)。 これ らの 目標 は多 くの交渉研 究に共通 し、本

論文 も例外で はない。 ここで、最 良の交渉 とはお互いの当事者 が満足で きる交渉であ り、具体 的には相

互 に受容可能 で、かっ相互の 自己利益が最大 となる結果 を生み出す ような統合的合 意 を生み出す合理的

な意思決定で ある(Bazerman&Neale,1998)。

交渉 とは、 「利害 の不一致 を解 決す るた めに2人 以上 の当事者 同士が 話 し合 うこ と」(Chertkoff&

Esser,1976;Pruitt&Carnevale,1993)と 定義 され、この ことは交渉 において コミュニケーシ ョンが

重要な役割 を果たす ことを意味 す る。 コミュニケーシ ョン とは、 「相 手の行動 に影響 を与 えよ うとい う

意図を持 った 当事者 が媒介 を通 して言語的、非言語的なメ ッセージを伝達す る過程」 と定義 され(永 井,

1997)、 対面や電話 な どの様々 なメデ ィアを介 す ることで実現可能 とな る。 そ こで、本論文で は交渉者の

コ ミュニケー シ ョンに影響 を及 ぼす状況要因 として コ ミュニケーシ ョン ・メデ ィアに注 目し、特 に近年

最 も注 目を集 めてい る電子 メデ ィアが交渉者の認知過程や 交渉方略 とその結果 に及 ぼす影響 につ いて検

討 す ることを目的 とした。

本論文 は全7章 によって構成 され る。第1章 で は、社会心理学 における交渉研究 について説明 した。
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具体 的 には最初 に本論文で扱 う交渉 を定義 し、社会心理学 における交渉研 究の主要 なア プローチにつ い

て説 明 した後 、交渉研究 における本論 文の位置づ けを行 った。

さらに、交渉研究 において用 い られ る分配課題、抱 き合 わせ課題、両立可能課題 について説明 した。

本論 文では実験 の 目的によって これ らの3課 題、 または一部 を交渉課題 として用 い ることで交渉者 の と

る方略 を明 らかに しようと試みた。具体 的には、相互 の利益 を交換す る交換 取引方 略、明確 に 自己の要

求 を示す提案方略、 自己利益 を相手 に譲 る妥協方略 を建設 的な交渉行動の指標 とし、交渉決裂 を灰 めか

す こ とで相 手に妥協 させ る威嚇方略や 自己の関心 はその提案 によってのみ満た され ることを示 す主張方

略、特定 の提案 に関 して 固執す るこ とで相手 に一方 的な妥協 を要求す る要求方略、 自己の提案が相手 の

関心を満 たす ことを示す説得方略 を非建設 的な交渉行動 の指標 とした。

第2章 では、社会心理学 にお けるコミュニケーシ ョン ・メディァ研究 を概 観 した。 コミュニケーシ ョ

ン とは 自己の所属 す る社会的環境 に調和 す ることを 目的 として、送 り手が内在 す る情報 を意 図的に伝達

す る こ とで あ る。 そ の情 報 伝 達 を可 能 にす る媒 体 を メ デ ィ ァ とい う(0'Sullivaneta1.,1994)。

Griffi七h&Northcraft(1994)やRice(1984)は メディァを一っか それ以上のチ ャンネルか ら構成 され

る集合体 と考 え、 メディアの特徴 は複 数のチ ャンネ ルの特徴が組み合わ さって生 まれ るため、 メディア

はそれ 自体独 自の特徴 を持っ と論 じてい る。特 に、 メディアの物理的特性 による非言語情報 の伝達 の可

否は コ ミュニケーシ ョン内容 に影響 を及 ぼす ことが示 されて きた(例 えば、Mehrabian,1968)。

電子 メディアを介 した コ ミュニケーシ ョン(CMC:Computer-Mediated-Communication)は 伝達 さ

れ る非言語情報が極 めて少 ない こ とか ら、 メデ ィア研究 において注 目を集めて きた。 これ まで、電子 メ

デ ィアの物理 的な特性 として、第1に 利用者 同士が時間や空間 を共有す る必要がない とい う非 同期性、

第2に 伝達情報が文字で ある文字性、第3に 相手 に伝達す る前 に当事者が 自己の発言 を何度 も修正で き

る修 正可能性 、第4に 大量 で詳 細 な交信記 録 を残 す こ とが で きる記録性、第5に 、不 特定多数 との コ

ミュニケーシ ョンを可能 にす るネ ッ トワー ク性が挙 げ られて いる。

これ まで のCMC研 究で は、非言語情報 の欠如 は利用者の匿名性 を高め るため、フレー ミングのよ うな

社会 的規範 に反 した言動 を促 す こ とが示 され ているが(例 えば、Kiesleretal.,1984)、 これ に対 して、

Spearsetal(1990)は 社会的手がか りが欠如す るか ら といって フレー ミングな どの非抑制的行動が生

じや すいわけで はない と主張 した。 この ことは電子 メディアが利用者 に与え る影響 につ いて議論 の余地

があ ることを意味 する。

第3章 で は、 これ まで に示 された電子 メデ ィア交渉 の知見 を概 観 した後 、筆者 の研究 を含 めて電子メ

デ ィアや、視覚情報 の欠如が交渉に及 ぼす影響 につ いて論 じた。電子メデ ィア交渉 に関 する研究 の多 く

は、視覚情報 を中心 とした非言語情報 の減少 による匿名性の増大や相 手の関心の不十分 な理解、信頼感

の低下 を論拠 として、電子メデ ィァ交渉が交渉決裂 を促 し、偏 った個 人的利益 を生 み、満足感 を低下 さ

せ、交渉効率 の悪化 を招 くため、対面交渉 よ りネガ ティブな結果 を生み出すメデ ィアである と論 じてい

る(Carnevale&Probst,1996;Pooleetal.,1992)。 しか し、電子メデ ィア交渉 に関す る研究 は始 まっ

たばか りで、交渉結果 について一貫 した知見 はほ とん どな い(Morrisetal.,2002)。

そ こで、研究1で は、 これ までに挙 げ られ てきた研究結果 について再検討 す るために探索的 に電子 メ

デ ィア交渉 と対面交渉 を単純に比較 した ところ、 メディアの違い は交渉結果 に影響 しない ことが示 され

た。対面交渉 は電子 メデ ィア交渉 よ りも早 い時間で合意 に到達 していたが、発言 回数 は多か った。 この

こ とは、電子メデ ィア交渉が少 ない発言で対面交渉 と同等 の結果 に到達で きるこ とを意味 し、それ ゆえ、

電子メデ ィア交渉 は交渉の進行 に とって効率 的なメディアで ある と考 えられ る。

次に・研究2で は視覚的情報 が交渉 に及 ぼす影響 につ いて検討 した。対面 交渉 において当事者間 に衝
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立をおくことで、視覚情報の有無を操作 した ところ、視覚庸報の欠如は相手の虚偽性の知覚を弱め、妥

協発言を促 し、合意に要する時間を短縮させることが示 された。 これより、視覚情報の欠如は交渉結果

にポジティブな影響を及ぼすか もしれない。

これまで、CMCや 電子メディア交渉に関する研究では視覚1青報や非言語1青報に重点が置かれ、他の電

子メディア特性が及ぼす影響について検討 した研究は僅かである。また、ネガティブなCMCの 特徴 ば

か りが指摘 されてお り、ポジティブな影響をもたらす要因を実証 した研究はほとんどない。そこで本論

文では、視覚情報以外の電子メディァ特性 にも注 目し、 より包括的に電子メディアが交渉に及ぼす影響

について検討を試みた。

第4章 では、視覚情報の欠如に加 えて物理的距離の拡大が交渉に及ぼす影響について検討 した。電子

メディアの非同期性によって交渉者は物理的に離れた相手 と交渉を行 うが、その拡大は相互作用相手の

存在感である社会的存在感を低下させるため、他者 と共有された社会的相互作用に関する暗黙のルール

である対人規範の認識を弱める。研究3と4で は交渉 という社会的場面においてL旦 交渉を始めた以

上、自分勝手に交渉を打ち切 ることなく、できるだけ交渉を継続する努力をはらうべきである」 という

交渉継続規範が存在すると仮定 し、これが社会的存在感の低下によって弱まると考えた。 こうした継続

規範は視覚情報の欠如によっても低下する。電子メディアの特性である文字性は相手に伝達される自己

の視覚情報を減少させる。自己が視覚的に顕現的でない状況では、自意識が低下するため規範意識が弱

まることが知 られている。それゆえ、自己が視覚的に匿名である状況も交渉継続規範の低下をもたらす

と考えられる。

研究3で は映像によって視覚情報の有無を操作 し、教示によって相手 との物理的距離を操作 した とこ

ろ、視覚情報が欠如 し、物理的距離が大 きいと知覚 した交渉者は社会的存在感が低 く、交渉継続規範の

知覚が弱かった。さらにそのような交渉者 は早 くに交渉か ら離脱 していた。しかし、社会的存在感 と交

渉継続規範、離脱行動の関係は示されなかった。そこで研究4で はこれらについて確認するため、視覚

情報がない状況において物理的距離 を操作 したところ、視覚情報の欠如 と物理的距離の拡大は社会的存

在感を低下 させるため、交渉継続規範を弱め、離脱行動を促す ことが示された。 これ らのことか ら、電

子メディア交渉における交渉者は途中で交渉を離脱 しやすいことが示された。

電子メディア交渉では自己だけでな く相手もまた交渉か ら離脱 しやすい。それゆえ、電子メディア交

渉では、現在の交渉を容易に離脱することができるため、交渉者は相手が途中で交渉を離脱する可能性

を強 く知覚すると考えられる。そこで、第5章 では非同期性や文字性によって生じる離脱可能性が交渉

行動や結果に及ぼす影響について検討した。離脱可能性 とは相手の離脱によって交渉者に交渉継続の不

安定さを知覚させ る心理的要因である。研究5で は、交渉者の離脱可能性が高い順に、お互いに一回し

か交渉できない一回交渉条件 と、制限時間内であれば、複数回提案できるが相手は交渉を途中で打ち切

る権利を持つ交渉決裂権あり条件、両方の当事者が交渉を途中で打ち切 る権利を持たない交渉決裂権な

し条件を設定 したところ、きわめて高い離脱可能性を知覚 した交渉者は自己の要求水準を下げ、た とえ

合意の質を低下させても、 とにか く早 く合意することを最優先に交渉を行 うことが示された。 しか し、

現実の電子メディア交渉における離脱可能性を最 も反映 していると考えられる相手次第で継続が決まる

ような中程度の高さの離脱可能性が交渉に及ぼす影響は発言にしか見られなかった。その理由として、

被験者は相手が実際にその権利を行使するとは思わなかったことが挙げられる。

そこで、研究6で は電子メディアのネットワーク性は交渉者に代替交渉機会を与えることから、相手

が代替的交渉機会を有すると教示することで離脱可能性を強めた ところ、中程度の高さの離脱可能性を

知覚した交渉者は要求額の低い提案を行い、主張的方略が少ないことが示された。研究5と6の 結果は
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相手による交渉継続の不安定さを知覚 した交渉者が相手を交渉に留めるため低い要求額の提案を行い、

主張的な発言を避 けることで合意に到達 しやすいことを示 してお り、 このことは相手の離脱可能性が交

渉者の利己的行動 を抑制することで円滑な交渉を促すと考えられ る。

さらに、研究5と6で は離脱可能性以外にもうひ とっの電子メディア特性である修正可能性が交渉に

及ぼす影響についても検討 した。修正可能性 は利用者に自己のメッセージを相手に伝える前に、それを

何度も書き直 し、修正する機会を与える。こうした修正可能性は交渉者に二つの点で発言の精緻化を促

す と考えられる。第1は 、言語表現上における精緻化で、交渉者は言語的により明瞭で分か りやすい表

現に発言を修正することができる(情 報的精緻化)。 第2は 発言内容に関する精緻化で、利用者が自己の

発言をより社会的に適切な内容に修正することを意味する(社会的精緻化)。研究5と6に おける実験で

は、相手に伝達する前に自己の発言が修正可能な状況 とそれが不能な状況を設けた。研究5で は、自己

の発言が修正可能な交渉者は交換取引発言を多 く行っていたことか ら、修正可能性は社会的精緻化を促

すことが示されたが、情報的精緻化に及ぼす影響は示 されなかった。その理由 として隣接する防音室で

交渉を行った研究5で は、交渉者が相手の存在を強 く知覚 し、できるだけ早 く発言を返す ようにという

圧力を感じていたためと考えられる。

そこで研究6で は異なる建物で交渉することによって交渉者間の物理的距離を拡大 し、発言に対する

圧力を緩和 したところ、自己の発言が修正可能な交渉者は発言する際に、要点を絞ってか ら発言できた

と回答してお り、そのような交渉者は合意の統合性が高かった。研究5と6の 結果は、修正可能性が社

会的精緻化 と情報的精緻化を促 し、合意の統合性を高めることを示唆 している。 しかし、電子メディア

で交渉した後、相手 と直接接触する機会がない研究6で は社会的精緻化の効果は見 られなかった。これ

らのことから電子メディァ交渉は将来的に直接相互作用が期待される状況において最 も効果的に利用で

きる可能性が示唆 された。

第6章 では、より現実的な電子メディア交渉を想定 して相互に離脱可能な状況が交渉者の心的過程や

方略に及ぼす影響について示すことを目的とした。 また、 これまで電子メディア交渉では信頼感が形成

されにくいためネガティブな結果が生じやすいと論 じられてきた。そこで、本章では相互の離脱可能性

に加 えて、交渉前に相互作用する機会が電子メディア交渉に及ぼす影響について検討 した。研究7で は

相手だけでな く自己もまた離脱可能な状況においても交渉者は交渉継続に対する不安を感じることが示

された。 また、交渉前に交渉 とは無関連な話 し合いの機会を持つことで相手に対する信頼感が高まるこ

とが示された。興味深い点は、交渉継続に対して不安を感じている状況においてのみ、事前相互作用を

行った交渉者は交渉継続を促すために積極的に情報交換を行うことである。 このことは相手が離脱可能

な状況ではいつ交渉が終わってしまうかもしれないというリスクが存在するにもかかわ らず、そのリス

クを克服 しようとする動機づけが事前相互作用によって生まれる可能性を示 している。それゆえ事前相

互作用機会によって電子メディア交渉は合意の促進だけでなく、相互の関心の理解を促すため、統合的

合意を促進すると思われる。

第7章 では、まず本論文で示された研究の成果について概観し、それらをまとめることに努めた。本

論文では、電子メディァが有する物理的な特徴を電子メディア特性 とし、それによって生み出される電

子メディア交渉における心理的影響を電子メディア交渉の特徴 として捉えることで電子メディアが交渉

行動や結果に及ぼす影響について示すことを目的 とした。図は本論文で得 られた知見をもとに、電子メ

ディア交渉をモデル化 したものである。

これまで最 も注 目されてきたメディア特性は文字性であり、それは視覚情報を中心 とした非言語情報

を減少させ るため、CMCに おける利用者は匿名性が高まり、信頼構築が困難であると論じられてきた。
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しか し、電子メディア特性は文字性だけに限らないし、匿名性や信頼感以外にも交渉者の心的過程に影

響を及ぼす電子メディアの特徴は複数存在する。そこで、電子メディアが遠隔地にいる当事者間で利用

される機会が多いことから、本論文では最も顕著な電子メディア特性 として当事者同士が時空間的な共

有を必要 としない という非同期性に着目した。

本論文の研究3と4で は物理的距離の拡大 と視覚情報の欠如が交渉者の心的過程に及ぼす影響を検討

したところ、これらの電子メディア特性は相互作用相手の存在に関する顕現性の程度 と定義される社会

的存在感を弱め、暗黙的な対入相互作用ルールの一種である交渉継続規範に対する認識 の低下をもたら

し、現在の交渉からの離脱を促す ことが明らかにされた。それゆえ、視覚情報の欠如や物理的距離の拡

大は社会的存在感を低下 させ、継続規範に対する認識を弱めるため、離脱行動を促す と結論づけられる。

これ らのことから電子メディア交渉における交渉者は現在の交渉を離脱 しやすいが、それは自己だけ

でな く相手にも共通する電子メディアの特徴である。それゆえ、電子メディア交渉における交渉者は相

手が離脱する可能性を高いと見積 もる。筆者はこのような相手の離脱行動に関する認知を離脱可能性 と

定義 し、電子メディア交渉の特徴 と考えた。本論文の研究5で は離脱可能性が極端に低い状況におい

て、交渉者は低い要求額の提案を行い、合意に到達 しやすいことが示された。

また、電子メディアはネットワーク性の高いメディアであり、 この特性によって電子メディア交渉に

おける交渉者は代替的な交渉機会の探索が容易であるため、代替交渉可能性が高いと考えられる。そこ

で、研究6で は代替交渉可能性によって離脱可能性を操作 した ところ、代替交渉可能性による離脱可能

性は交渉継続に対する不安を強め、低い要求額の提案を促 し、質を低下させ ることなく合意を促進する

ことが示された。

さらに、研究7に おいてはお互いに離脱可能な状況において も依然 として交渉者が交渉継続に対して

不安を感じていることを示 した。ただ し、それは事前相互作用によって相手との信頼感が高まった状況

においてのみ、情報交換行動を促 した。それゆえ、非同期性や代替可能性は交渉継続に対する不安を喚

起させる離脱可能性を知覚させ、交渉者に低い要求額の提案を促 し、主張方略を抑制するため合意を促

すが、自己が離脱可能な状況においてその効果は弱まると結論づけられる。

次に、電子メディアの特性である修正可能性の効果を検討 した研究5と6で は、交渉者は社会的精緻

化過程において、相手の視点に立って自己の発言を産出するため交換取引発言を多 く行うことや、情報

的精緻化過程において自己の発言を相手が理解 しやすいように明確に表現するよう努めるため、相互の

電子メディア特性 電子メディア交渉の特徴 交渉行動 交渉結果の特徴

文字性 匿名性の増大

信頼感の低下

主張戦略

'

'

'

'

非同期性 社会的存在感の低下

ネ ッ トワー ク性 離脱可能性

'

回避戦略

:メ、、
二一一一'魎==] ゆ
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一一う 促進効果

→ 抑制効果

図 電子メディア特性が交流過程 ・結果に及ぼす影響
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関心の理解を促す ことが示された。これ らのことから電子メディアの発言修正可能性は言語表現の精緻

化に関する情報的精緻化 と発言内容の精緻化に関する社会的精緻化を促 し、それによって統合的な合意

を促す可能性が高いと結論づけられる。

しかし、本論文 もまた電子メディァ特性の一部が交渉者の心的過程や方略に及ぼす影響を示したに過

ぎない。例えば、電子メディアの記録性 といったメディァ特性の影響や、加えてこれまでに示 されたメ

ディア特性の相互作用が交渉に及ぼす影響は不明である。また、個々の物理的特性や電子メディアの特

徴が交渉方略に及ぼす影響は多様であるため、それ らが交渉結果に及ぼす影響についてまでは明示でき

ない。 これ らは今後の研究課題 として残されたままである。

第7章 の最後では、電子メディア交渉の有効な利用 にっいて本論文で得 られた実証的知見をもとに筆

者の見解 を述べた。 これ まで、電子メディア交渉に関する多 くの研究はCMCの 顕著な特徴である匿名

性がネガティブな交渉結果を生み出す と結論づけているが、資源交換を含む交渉場面では匿名性を維持

することは困難である。それゆえ、電子メディァ交渉における匿名性はそれほど重要な電子メディア交

渉の特徴でないと考えられる。

研究3と4で 示されたように電子メディア交渉における社会的存在感の低下は交渉者の離脱行動を促

す。それゆえ、電子メディア交渉は交渉相手を探索するような段階において有効であると思われる。な

ぜなら、交渉の序盤では現在の交渉によって期待される利益を見極めることが重要であ り、非言語情報

が少ない電子メディア交渉はそのような規範意識を弱めるため、 より高い利益が期待できる交渉への移

行を促すか らである。

次に、本論文において提案 された離脱可能性は主張的戦略を抑制 し、合意を促進することから、早期

解決が求められる状況において効果である。ただ し、この効果は相互に離脱可能な状況において弱まる

ことが示されている。それゆえ、電子メディァ交渉の利用に際して、交渉者はお互いに離脱する可能性

が低下 した状況、例えば、ある程度交渉が進行 した段階において電子メディア交渉を有効的に利用でき

ると思われる。

さらに本論文では、修正可能性による社会的 ・情報的精緻化 といった電子メディア交渉の特微が交渉

者の視点取得や伝達情報の明確化を促 し、固定資源知覚を弱めるため、生産的な交渉結果を促す可能性

が示唆された。ただし、これらの効果は限定された状況においてのみ有効である。なぜなら、交渉者同

士が隣接 し、交渉の前後で対面による相互作用機会があった研究5で は社会的精緻化による効果のみが

生 じたのに対 して、物理的に離れた場所で交渉を行い、その前後で対面による相互作用機会が全 くな

かった研究6で は情報的精緻化の効果のみが示された。 このことは、即時に返答を求めるような社会的

圧力が情報的精緻化を妨げ、将来的な相互作用の機会への期待の低さが社会的精緻化を妨げたと考えら

れる。このことから同じ組織内の離れた部署や支所のように物理的に離れた内集団メンバーとの交渉に

おいて両精緻化は生産的な交渉結果を促す と思われる。

これまでの研究は信頼感の低下を補 うことで電子メディァ交渉を有効利用できることを示 してきた。

そこで、研究7で は電子メディア交渉の前に対面で自己開示を含む相互作用機会を操作 したところ、そ

れは交渉者の信頼感を高め、協力行動を促すことが示 された。それゆえ、交渉前の自己開示を含む相互

作用機会によって相手 との信頼関係を築いた上で電子メディア交渉を利用する方が無難であるといえる

だろう。

本論文は課題や文脈に応じたメディアの選択が重要であることを示 してお り、電子メディア交渉は一

連の交渉において段階に応 じた利用や、複数のメディアと組み合わせて利用することが薦められる。そ

れゆえ・電子メディア交渉の特徴の理解 を目的とした本研究は、われわれが日常において経験する葛藤
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を解 決す る際 のメディア選択 に とって有意義 な研究で ある とい えるだ ろう。

論 文 審'査 結 果 の 要 旨

電子技術の発達によってインターネットなどを使った電子コミュニケーションが急速に普及 し、これ

は現代社会生活のあらゆる局面において不可欠のツール とな りつつある。今日では、市民の買い物か ら

国の重要な政策決定に至 るまで、取引や交渉 もその多 くが電子メディアを介 して行われるようになっ

た。 これに伴 って、従来の対面交渉には見 られなかった トラブルも発生 している。本論文は、電子メ

ディアを介 した交渉の特徴を心理学的視点か ら実証的に解明し、その効果的な活用方法を探 ろうとした

研究である。論者が特に注目したのは交渉者の認知過程 と交渉方略、それに交渉結果な どで、電子メ

ディアがこれ らに対してどのような影響を与えるかが分析の焦点となっている。

本論文は全7章 から成 る。第1章 では、社会心理学における交渉研究の主要なアプローチを論述 し、

多岐にわたる交渉研究の中で論者自身のアプローチを位置づけた。第2章 では、社会心理学におけるコ

ミュニケーシ ョン ・メディアの研究を概観 した。従来の研究においては、電子メディアでは非言語情報

の欠如が利用者の匿名性を高め、 これによってフレーミングなど社会的規範に反 した言動が生 じやすい

といった指摘がなされるなど、悲観的な見方が強かった。論者は、 これが電子コミュニケーションに対

する一面的な見方ではないか と疑問を呈 し、電子メディァの物理的特性について論じたあ と、それらが

コミュニケーションに及ぼす影響について理論的に考察を行った。、

第3章 では、電子メディア交渉に焦点を移 し、これを扱った過去の研究知見を取 り上げて論評 した。

その中から論者は、 このメディアの本質的特徴の一つである視覚情報の欠如を要因として取 り上げ、交

渉に対する効果を研究1に おいて実験的に検討 した。電子メディア交渉 と対面交渉を端的に比較 したこ

の実験では、メディアの違いは交渉結果 に影響 しないことを見出した。また、対面状況において視覚情

報の有無を操作 した研究2で は、視覚情報の欠如がむしろ交渉相手の虚偽性の知覚を弱め、妥協発言を

促 し、合意に要する時間を短縮させることを見出 した。このように、論者 自身が行った研究1と2で は、

姿が見えないことが交渉にとってからなずしも有害 というわけではなく、む しろ有益な効果を持つ可能

性があることを示唆 した。

第4章 では、電子メディアの第2の 特徴である非同期性を取 り上げ、交渉者間の物理的距離の拡大が

交渉に及ぼす影響について実験的に検討 した。物理的距離 と視覚情報を操作して交渉状況を観察 した2

つの実験(研 究3、 研究4)は 、いずれも、これらのメディァ特性が交渉者の離脱を促すことを見出 し

た。論者は、交渉に参加する人々の間には 「合理的な理由なく交渉を離脱することを避け、合意するよ

う努力するべきである」 という暗黙の交渉規範がはたらいていると仮定する。研究3と4の 結果か ら論

者は、 この交渉規範は、相手が近 くにいないとか姿が見えないなどの理由で社会的存在感が希薄化する

と弱まり、その結果、交渉離脱が増えるのであろうと推論 した。

離脱可能性は電子メディアの非同期性によって生 じ、電子メディア交渉の行方に最 も強い影響力を持

っ要因と考えられる。第5章 ではこの要因に焦点を当て、代替交渉を導入 して相手の離脱可能性が高い

ときと低いときを比較 しながら、その交渉行動や結果に与える影響を実験的に検討 した(研 究5、 研究

6)。 相手の離脱可能性 は交渉者に交渉継続の不安定さを知覚させ る。この研究5と 研究6で は、離脱

可能性が高い条件では、交渉者たちは要求水準を下げ、た とえ合意の質を低下させても早期の合意を目

指すよう交渉者を動機づけるが、離脱可能性が中程度の条件では、交渉者たちは建設的提案を行うこと'
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によって結果の質を落 とすことなく、合意形成 を成 し遂げる様子が観察された。これらの結果は、ある

程度の離脱可能性は交渉者の利己的行動を抑制 し、生産的な交渉に寄与する可能性があることを示唆す

るものである。

研究5と6で は、更にもうひとっの重要な電子メディァ特性である文字性 と、これによって生 じるコ

ミュニケーション特性である修正可能性 を取 り上げた。 これはメッセージ送信に先だって修正する機会

があることで、実験的な検討を通 して論者 は、 この特性が、簡明な表現に修正する情報的精緻化 と社会

的により適切な内容に修正する社会的精緻化の2種 類の精緻化を促進することを確認 した。そして、条

件付きではあるが、修正可能性はコミュニケーションの精緻化を通 して交渉における合意の統合性を高

めることを見出した。

電子メディア交渉は様々の形態で利用 されているが、最 もよ く用いられるのは対面交渉 との併用であ

る。これは離脱可能性を削減するなどの効果があると考えられている。論者は、むしろそれよりも、対

面交渉は個人的な信頼感の醸成に資するところがあると仮定 し、第6章 では、事前相互作用を導入 して

電子メディア交渉への影響をやはり実験的に検討 した(研 究7)。 その結果は論者の予想通 りであ り、事

前相互作用機会を持つことによって交渉者間の信頼感が高まり、これによって電子メディア交渉の合意

が促進 され、かっ、質の高い統合的合意が得 られた。

最終章である第7章 では、まず、本論文中で記述された7個 の実験的研究の結果について整理 し、そ

の成果 と意義を全体 として検討 した。その結果、第一に、電子メディア特性である非同期性や文字性は、

交渉相手の社会的存在感 と継続規範の低下を生み、離脱行動や主張行動を促すこと、第二に、 しか しな

が ら、適度の離脱可能性は、反対に、自己主張を抑制 し、一方的妥協を避 けながら問題解決を試みるよ

う交渉者を動機づけることが示された。第三に、修正可能性は社会的精緻化 と情報的精緻化を促 し、交

渉を建設的合意へと導 くものであることが示された。第四に、事前相互作用など他のルー トでの社会的

交流を併用することによって交渉者問の信頼が醸成されるな ら、電子メディア交渉の有害なはたらきを

抑制 し、有益な機能を引き出すことがで きることが示唆された。こうした研究成果を踏まえ、論者は、

最後に実践的示唆 として、電子メディァ交渉は一連の交渉過程においてその進展段階に応 じて使い分け

ること、また、対面を含め複数のメディァと組み合わせて利用することによって最も効果的に利用でき

ることなどを述べた。

本論文では、実験に用いられた対象者や交渉課題に制約があ り、成果の一般化は慎むべきだが、堅実

な方法を繰 り返 し用いることによって一定条件の範囲内では高度の信頼性を持っ知見を提供することに

成功 している。その中には、電子メディア交渉に関する従来の見解を覆すと思われる新 しい知見 も含 ま

れている。 このように、本論文は、現代社会において今後 ますます重要性が増す と思われる電子メディ

アの心理学的特性を、交渉という社会的文脈において実証的方法を用いて検討 し、理論的にも実践的に

も有意義な成果を上げたもので、 この分野の進展に寄与するところが大きいと判断される。 よって、本

論文の提出者は、博士(文 学)の 学位を授与されるに十分な資格を有するものと認められる。
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